
SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 知事は、県内事業者の再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入を支援するこ

とにより、本県全域で脱炭素の取組を促進することを目的として、予算の範囲内において、
SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金（以下「補助金」という。）を交付
することとし、その補助金については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭
素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月 30 日環政計発第 2203301 号）及び
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月 30 日環政計発第 2203303 号）
並びに佐賀県補助金等交付規則（昭和 53 年佐賀県規則第 13 号。以下「規則」という。）
に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 
（１）「県内事業者」とは、県内に本社若しくは主たる事務所を有する法人又は県内の住所

地、事業所の所在地を納税地としている個人事業者で、事業収入（売上）を得ており、今
後も事業を継続する意思があるものをいう。 

（２）「補助事業者」とは、補助金の交付を受けた者をいう。 
（３）「対象施設」とは、県内の事業所（工場、作業場、店舗、事務所その他の事業場等）

をいう。また、事業所の所有者が異なる又は他に所有者がいる場合は、補助対象設備の
設置について承諾を受けている事業所をいう。 

 
（補助対象者） 
第３条 補助金交付の対象者は、県内事業者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は

除く。 
（１）法人県民税、法人事業税（個人事業主の場合は個人県民税、個人事業税）等、納付す

べき税金を滞納している者 
（２）補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について、国から他に

補助金、助成金その他これらに類する交付金を受ける者 
（３）上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する 
  者 
２ 補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当するものであって

はならない。 
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 



（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 
（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
３ 補助対象者は、前項の第２号から第７号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与し

ている法人その他の団体又は個人であってはならない。 
 
（補助対象事業等） 
第４条 補助対象事業及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。 
 
（補助対象経費） 
第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費（消費税及び地方

消費税を除く。）であって、知事が別に定める要件を満たすものとする。 
 
（交付申請） 
第６条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、SAGA ゼロカー

ボン加速化事業（事業者向け）補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」とい
う。）に必要書類を添付して、知事に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請書の提出期間は、知事が別に定める期日までとし、その提出部数は１部
とする。 

 
（補助金の交付の条件） 
第７条 知事は、規則第５条の規定により補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）

をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 
（１）規則及びこの要綱の規定に従うこと。 
（２）補助事業の内容の変更（第９条第２項ただし書に規定する軽微な変更を除く。）をす

る場合においては、知事の承認を受けなければならないこと。 
（３）補助事業者が補助事業を行うために締結する契約等については、佐賀県ローカル発注

促進要領（平成 24 年（2012 年）10 月９日付け）に基づき、県内企業からの調達に努
めること。 

（４）補助事業を中止する場合においては、知事の承認を受けなければならないこと。 
（５）補助事業が完了したときは、知事が定める期限までに、実績報告書を知事に提出しな

ければならないこと。 



（６）補助事業により取得した財産については、第 16 条第１項に規定する期間は、知事の
承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならないこと。ただし、補助金の全部に相当する額を県に納付した場合
は、この限りでない。 

（７）その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。 
２ 交付決定よりも前に着手した事業は、原則として、補助の対象としない。ただし、やむ

を得ない理由により、交付決定の前に着手する必要がある場合において、あらかじめ、
SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金事前着手届 （様式第２号）を知事に
提出することで、補助事業に事前着手することができる。 

 
（交付決定） 
第８条 知事は、第６条第１項の規定による申請書の提出があったときは、申請に係る書類

等の審査により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定
をし、申請者に対しその旨を通知するものとする。 

２ 知事は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、申請者に対しその旨を
通知するものとする。 

３ 規則第４条第３に規定する補助金の交付の申請が到着してから当該申請に係る補助金等 
の交付決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、補助金交付申請書を受理した日
から 30 日とする。 

 
（補助事業の着手及び変更） 
第９条 補助事業者は、交付決定の後、速やかに補助事業に着手しなければならない。 
２ 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分等を変更する場合には、

速やかに、SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金変更承認申請書（様式第
３号。以下「変更承認申請書」という。）に必要書類を添付して、知事に提出し、その承
認を受けなければならない。ただし、次のいずれにも該当しない軽微な変更については、
この限りでない。 

（１）補助事業の目的の変更 
（２）補助金の額の変更を伴う事業費の変更又は事業費の 20％を超える変更 
（３）補助事業の実施場所の変更 
（４）補助対象設備の規模、主要構造又は主要機能の大幅な変更 
（５）その他補助事業の内容の大幅な変更 
３ 知事は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更を承認す

るか否かを決定し、補助事業者に通知するものとする。 
４ 知事は、前項の規定により承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更

し、又は条件を付することができる。 



 
（補助事業の中止） 
第 10 条 補助事業者は、補助事業の全てを中止しようとするときは、SAGA ゼロカーボン

加速化事業（事業者向け）補助金中止承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承
認を受けなければならない。 

 
（実績報告） 
第 11 条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して 30 日を経過した日又は当該年度

の２月 25 日（閉庁日の場合は翌開庁日）のいずれか早い期日までに、規則第 12 条第１
項の規定により、SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金実績報告書（様式
第５号）に必要書類を添付して、知事に提出しなければならない。 

 
（補助金の額の確定） 
第 12 条 知事は、前条の実績報告があったときは、検査を行い、その報告に係る補助事業の

実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付する条件に適合すると認めたときは、
規則第 13 条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものと
する。 

 
（補助金の支払） 
第 13 条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。 
２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請

求書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 
 
（交付決定の取消し） 
第 14 条 知事は、第 10 条の承認をする場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、規則第 16 条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ
とができる。ただし、補助事業者の責に帰すべき事由でないときはこの限りではない。 

（１）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 
（２）不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。 
（３）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
（４）交付決定の前に届出をせずに補助事業に着手していたとき。 
（５）補助事業の遂行ができないとき。 
（６）法令、この要綱又はこれらに基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。 
２ 知事は、前項により取り消しの決定をしたときは、書面により補助事業者に通知するも

のとする。 
３ 前項の規定は第 12 条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 



４ 知事は、第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の
当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その部
分について交付した額の返還を命ずるものとする。 

 
（財産の管理等） 
第 15 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって
管理するとともに、補助金等の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければ
ならない。 

２ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込ま
れるときは、第 16 条の規定に基づきその収入の全部若しくは一部を県に納付させること
ができる。 

３ 補助事業者は、天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由により、補助事
業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは、SAGA ゼロカーボン加速化事業
（事業者向け）補助金財産毀損・滅失届出書（様式第７号）を知事に提出しなければなら
ない。 

 
（財産処分の制限） 
第 16 条 補助事業者は、規則第 22 条ただし書きの規定による財産の処分を制限する期間は

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年３月 31 日大蔵省令第 15 号）」に
定める耐用年数とする。 

２ 処分制限期間内において、補助対象設備等を処分しようとするときは、あらかじめ、
SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金財産処分承認申請書（様式第８号）
を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 補助事業者は、知事が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返
還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。 

 
（報告） 
第 17 条 補助事業者は、発電した電力量や自家消費量等の実績について、少なくとも補助

事業の完了年度の翌年度１年分を SAGA ゼロカーボン加速化事業（事業者向け）補助金
状況報告書（様式第９号）により、知事が指定する日までに報告しなければならない。 

２ 前項の規定は第４条に規定する補助事業のうち、別表の太陽光発電設備の導入について
適用する。 

３ 知事は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な報告を求
めることができる。 

 



（その他） 
第 18 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定
める。 
 
附 則 
この要綱は、令和７年 10 月３日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和７年 10 月 14 日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和７年 11 月 25 日から施行する。



別表（第４条関係） 
区分 省エネルギー設備 再生可能エネルギー設備 

補助事業 
(１) 高効率空調機器の導入 
(２) 高効率照明機器の導入 

(３) 太陽光発電設備の導入 

補助率等 補助対象経費の２分の１以内 ５万円／kW（定額） 
補助上限額 各 150 万円 250 万円 

その他 

・補助額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てるものとする。 
・省エネルギー設備を導入する場合は、原則、再生可能エネルギー設備とセットで導
入すること。ただし、温室効果ガスの削減等を定める計画 （ロードマップ）を策定し、
提出することで省エネルギー設備のみの導入を認めることとする。 
・複数の省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備の導入を合わせて実施するこ
とができる。 
・複数の省エネルギー設備の導入を合わせて実施する場合の補助金の上限額は、各
150 万円、合計 300 万円とする。 
・同一の県内事業者からは年度内１回、１施設までを申請の上限とする。 
・不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと。 

（備考）ただし、補助対象設備は、次の補助要件を満たすものとする。 
なお、佐賀県ローカル発注促進要領に基づき、県内企業から調達できるよう努めること。 

補助対象設備 補助要件 
（１）高効率空
調機器（※1） 

対象施設に設置するものであり、従来の空調機器等に対して、30％以上の省 CO2 
効果（※2）が得られるものであること。 

（２）高効率照
明機器（※1） 

対象施設に設置するものであり、調光制御機能を有するＬＥＤ（※3）に限る。 
また、以下の固有エネルギー消費効率（1ｍ/Ｗ）の基準値を満たすこと。 

ア 光源色が昼光色・昼白色・白色：100 以上 
イ 光源色が温白色・電球色：50 以上 

（３）太陽光発
電設備 

ア 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙２の２．ア（ア）に定める交付
要件を満たすこと。 

イ 増設は対象外とする。既存の太陽光発電設備を全て廃棄して新規導入する場合は
補助対象とする。なお、廃棄に係る費用は対象外とする。 

ウ 対象施設の存する同一事業所の敷地内に太陽光発電設備を設置すること。 
エ 中古設備でないこと。 
オ 発電した電力量及び発電した電力の使用量を明らかにする機器を備えること。 
カ ＰＰＡ（第三者所有モデル）方式や設備のリースでないこと。 
キ 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の 50％以上を同一事業

所の敷地内で使用（自家消費）すること。 
ク 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排

出削減効果について J−クレジット制度への登録を行わないこと。 
ケ 令和７年 12 月１日以降、鹿島市内に設置する事業所は対象外とする。 



※1 県内の事業所（既存建築物）において、既存設備に代えて導入する設備で既存設備と同一の目的で使
用し、使用用途が同じであり、かつ、設置に際して工事を伴う設備を対象とする。補助対象となる設備
は、更新する対象設備ごとに補助要件を満たす必要があり、さらに更新設備は既存の設備と比較してエ
ネルギー消費量が削減される設備とする。 

※2  「30％以上の省 CO2 効果」とは、更新前後において、設備に応じたエネルギーを消費することによ
って発生する CO2 量を比較（設備の効率向上及び燃料転換による CO2 発生量差を加味）し、発生す
る CO2 発生量が 70％以下になることをいう。ただし、電力会社変更による CO2 削減効果（排出係
数変更）を加味しないものとする。また、複数の機器を対象に申請している場合は、機器ごとに条件を
満たすものとする。 

※3 「調光制御機能を有するＬＥＤ」とは、次のいずれかの機能を有するＬＥＤをいう。 
・スケジュール制御（あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパタ

ーン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能） 
・明るさセンサによる一定照度制御（明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光

制御する機能） 
・在／不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した個別

回路を点滅又は調光制御する機能） 


